
経済・財政再生計画の
改革工程、ＫＰＩの進捗整理表

参考資料１

＜ＫＰＩの進捗状況の区分について＞
本資料においては、ＫＰＩの進捗状況について、以下の基準により区分している。

Ａ ： 目標達成期間に対する経過期間の割合以上に、ＫＰＩが目標達成に向けて進捗している
Ｂ ： ＡほどＫＰＩが進捗していない
Ｎ ： 今後データが得られるため、現時点で区分困難
Ｆ ： 定量的な目標値が設定されていない

※「Ａ」区分の考え方
ＫＰＩの進捗状況（目標数値から初期数値を引いた値に対する、現在数値から初期数値を
引いた値の割合）が、目標達成期間に対する経過期間の割合を上回っている場合に「Ａ」とする。

注：初期数値 ・・・ 現在において入手可能な、計画開始直前のＫＰＩの数値
現在数値 ・・・ 現在把握できる、直近のＫＰＩの数値
目標達成期間 ・・・計画開始時点から、ＫＰＩごとに定めた目標達成時期までの期間

経過期間 ・・・ 初期数値の時点から、現在数値の時点までの期間

※目標値を「増加」または「縮小」等としているＫＰＩについては、以下の基準により区分する。
Ａ： 目標値に向かって進捗している
Ｂ： 数値に変更がない、又は目標値に相反して進捗している
Ｎ： 今後データが得られるため、現時点で区分困難

【地方行財政改革・分野横断的な取組】

※本資料は、「経済・財政再生計画 改革工程表2017改定版」の策定に向けて、「経済・財政再生アクション・プログラム（平成
27年12月24日経済財政諮問会議決定）」で定めた改革工程及び、ＫＰＩの進捗状況について、各ＷＧにて整理したもの。
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【地方行財政改革・分野横断的な取組】

（2017年10月31日時点）
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

・まち・ひと・しごと創生事業費のうち、
「人口減少等対策事業費」に占める成

果反映配分の割合

集中改革期
間の後に５

割以上

必要度に応じた算定：
4,670億円（2017年度）
成果に応じた算定：

1,330億円（2017年度）

A

2017年度から段階的に３年間かけ
て1,000億円シフトする予定。

必要度に応じた算定：
4,000億円（2019年度）
成果に応じた算定：

2,000億円（2019年度）

第
二
階
層

まち・ひと・しごと創生事業費の算定に
使用している指標（人口増減率、年少
者人口比率、自然増減率、若年者就
業率、女性就業率）

－

①人口増減率
-0.2% (2016年)
②年少者人口比率
12.7% (2017年)
③出生率
1.45 (2015年)
④若年者就業率
55.1% (2015年)
⑤女性就業率
65.9% (2015年)

F
２０１７年度又は直近の実績値を２０

１７年７月頃に把握。

地方の自主的な取組を前提としつつ、
経済再生と合わせた地方財政分野全
体における改革の成果を事後的に検
証する指標（地方税収入額、地方債
依存度）

－

地方税収入額 38.2兆円

地方債依存度 10.5％
（2015年度）

N
2016年度決算の数値は、2017年11

月頃に把握予定。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：①地方創生、行財政改革等の地方の頑張りを引き出す地方財政制度の改革

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

2017年度から「取組の必要度」に応じ
た算定（2016年度 5,000億円）から「取
組の成果」に応じた算定（2016年度
1,000億円）へ1,000億円シフト
地方団体への影響を踏まえて、３年間
かけて段階的に実施

2017年度においては、「取組の必要度」に応じた
算定から「取組の成果」に応じた算定へ330億円シ
フト。
（順調）

地方団体への影響を踏まえて、
2017年度から段階的に３年間かけて
1,000億円シフトする予定。

「必要度」「成果」の算定基準に基づく
各自治体への配分につき詳細内訳（自
治体ごとの各項目の数値、算定結果）
を（「地域の元気創造事業費」も同様）
ホームページでの公表により、「見える
化」を推進

2017年度算定における「人口減少等特別対策事
業費」及び「地域の元気創造事業費」の詳細内訳
について、ホームページで公表済み。
（順調）

改革期間を通じ、同様の取組を実
施。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況

4



5

経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：①地方創生、行財政改革等の地方の頑張りを引き出す地方財政制度の改革

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

病院事業について、再編・ネットワーク
化に取り組む地方自治体に対し、重点
化して行うこととした地方交付税措置を
引き続き実施

【総務省】2015年度から、新公立病院改革プランに
基づき行われる再編・ネットワーク化に係る施設・
設備の整備について、病院事業債（特別分）を措
置し、その元利償還金の40％を普通交付税措置
（通常は25％）。（順調）

【総務省】2018年度以降についても、引
き続き、同様の取組を実施。

水道事業について、高料金対策に係る
地方交付税措置に経営戦略策定を要
件化

【総務省】2017年度から、水道事業の高料金対策に係
る地方交付税措置に経営戦略策定を要件化。（順調）

【総務省】2018年度以降についても、引
き続き、同様の取組を実施。

生活基盤施設耐震化等交付金を通じ
て水道事業の広域連携を推進

【厚労省】生活基盤施設耐震化等事業計画を策定
した都道府県に対して、当該計画に基づき広域連
携の推進に資する事業を実施するための費用の
一部を交付しており、平成29年度は48事業に交付
している。（順調）

【厚労省】引き続き、必要な予算の確保
に努め、都道府県からの要望に対応す
る。

下水道事業について、高資本費対策
に係る地方交付税措置に経営戦略策
定を要件化

【総務省】2017年度から、下水道事業の高資本費対
策に係る地方交付税措置に経営戦略策定を要件化。
（順調）

【総務省】2018年度以降についても、引
き続き、同様の取組を実施。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分
次回の把握時期と今後の方

針

第
一
階
層

経営戦略の策定率
2020年度まで

に100％
策定済み 44.2％

（2016年度末時点）
A

2020年度までに策定予定の事
業は2016年度末で82.3％（策定

済を含む）。
2017年度の策定状況は2018年

８月頃に把握。

新公立病院改革プランの策定率
2018年度まで

に100％
策定済み 92.7％

（2016年度末時点）
A

2017年度実績は2018年８月頃
把握。

第
二
階
層

地方の自主的な取組を前提としつつ、
地方公営企業分野全体における改革
の成果を事後的に検証する指標（収
支、繰出金）

－
①収支 7,235億円の黒字
②繰出金 ２兆9,570億円

（2016年度決算）
N

2017年度決算における実績は
2018年９月末頃把握予定。
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

広域連携に取り組む
圏域数

【連携中枢都市圏】
30圏域(2020年度まで)

【定住自立圏】
140圏域(2020年度まで)

【連携】23圏域
（2017年10月1日現在）

【定住】119圏域
（2017年10月1日現在）

A
2018年度の実績は2018年10月に把握

第
二
階
層

社会人口増減など事
後的な検証を行うた
めの指標

各圏域において設定

【連携】連携中枢都市園
ビジョンを策定している
23圏域において指標を
設定済み。
（各圏域における指標
の設定状況を集計
中。）
【定住】共生ビジョンを
策定している110圏域
（連携中枢都市圏に移
行済みの４圏域を除く）
のうち、85圏域において
指標を設定済み。（その
他の圏域については、
次回の共生ビジョンの
改訂に向けて指標を検
討中。15圏域がH29年
内に、7圏域がH29年度
内に設定見込み。残り
の3圏域については連
携中枢都市圏への移行
等を検討中。）
（各圏域における指標
の設定状況を集計
中。）

N
引き続き、各圏域における成果指標の
設定、進捗管理を促す。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：①地方創生、行財政改革等の地方の頑張りを引き出す地方財政制度の改革

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

広域連携（連携中枢都市圏・定住自立
圏）を地方交付税で支援

2016年度中に設定したＫＰＩを踏まえ、
取組を推進

連携中枢都市圏・定住自立圏の形成について、交
付税措置により支援。 （順調）

引き続き同様の措置により支援。
社会人口増減などを事後的に検証。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

公共施設等総合管理
計画を策定した地方
自治体数【再掲】

2016年度末までに100％ 策定済み 98.2%
（2016年度末時点）

A

未策定の32団体のうち、28団体は2017年度
中に策定完了予定であり、残りの4団体はい
ずれも東日本大震災被災地の団体である。
未策定の団体については、引き続き、策定
状況等のフォローアップを行う。

施設の集約化・複合
化等を実施した地方
自治体数【再掲】

増加、進捗検証

2016年度において、
公共施設最適化事
業債・地域活性化
事業債（転用）・除
却事業に係る地方
債を活用した地方
公共団体数は、延

べ234団体

F

各地方公共団体における公共施設等の適
正管理の取組を一層推進するため、平成29
年度地方財政計画において、「公共施設等

適正管理推進事業費」が計上されており、引
き続き、各団体による公共施設等の集約化・

複合化等の取組を推進する。

第
二
階
層

有形固定資産減価償
却率

－

都道府県 44.9
市町村 55.6

※平成27年度決算
（平成28年３月末）
時点全国平均値

F
各都道府県、市町村の2017年３月末時点の

数値を把握し、今後公表予定。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：①地方創生、行財政改革等の地方の頑張りを引き出す地方財政制度の改革

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

地方交付税措置のある地方債を活用
した公共施設等の集約化・複合化等の
取組を促進 2017年度より、新たに「公共施設等適正管理推進

事業債」として、集約化・複合化等支援を実施。
（順調）

引き続き公共施設等適正管理推進事業
債による公共施設等の集約化・複合化
等の支援を実施地方債の活用状況等を踏まえ、2018

年度以降必要な支援を検討し方針決
定

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

反映を開始した対象業務

23業務全てに
ついてできる限
り集中改革期
間中に導入を

目指す

１８業務 A

・ 図書館、博物館、公民館、児童
館等管理の４業務については、地
方団体の意見等を踏まえて導入を

見送り。
・ 窓口業務については、引き続き

検討。

第
二
階
層

歳出効率化の成果（事後的に検証す
る指標）

－ － N

○ 「業務改革モデルプロジェクト」
によるBPR実施団体が試算・公表
した歳出効率化効果は、窓口業務
改革実施後の実績ベースで把握・

公表する予定。
○ 「業務改革モデルプロジェクト」
実施団体以外の自治体についても、
窓口業務改革実施後の実績ベー
スで把握できる歳出効率化効果に
ついては、一覧にまとめて公表す

ることを検討。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：②先進的自治体の経費水準の基準財政需要額算定への反映等

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

歳出効率化に向けた業務改革で他自
治体のモデルとなるようなものを基準
財政需要額の算定に反映（自治体へ
の影響等を考慮しつつ、複数年にか
けて段階的に反映）
地方行政サービス改革に係る調査に
よって把握することとしている自治体
の業務改革のうち、単位費用に計上さ
れている全ての業務（23業務）を検討
対象とし、16業務については2016年度
に導入するとともに、7業務については
課題等を検討し、2017年度以降可能
なものから導入

2017年度においては、2016年度から導入した１６
業務について、段階的な反映における２年目の見
直しを実施するとともに、青少年教育施設管理業
務、公立大学運営業務について、新たにトップラン
ナー方式を導入し、段階的な反映における初年度
の見直しを実施。
（順調）

自治体への影響等を考慮し、引き続き、
段階的に反映。

青少年教育施設管理業務、公立大学
運営業務について、基準財政需要額
の算定に反映開始

2016年度地方行政サービス改革に係
る調査結果等を踏まえ、2018年度対
象業務について方針を検討、決定す
る。

図書館、博物館、公民館、児童館等管理の４業務
については、地方団体の意見等を踏まえて導入を
見送り。
窓口業務については、引き続き検討。（順調）

窓口業務に係る2018年度の対応につい
て方針決定。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：②先進的自治体の経費水準の基準財政需要額算定への反映等

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

地方税の実効的な徴収対策を行う自
治体の徴収率を標準的な徴収率とし
て基準財政収入額の算定に反映

（自治体への影響等を考慮しつつ、
複数年にかけて段階的に反映）
上位３分の１の自治体が達成している
徴収率（過去５年平均）を標準的な徴
収率として算定

上位３分の１の自治体が達成している標準的な徴
収率について、2016年度から基準財政収入額の
算定に反映開始。自治体への影響等を考慮しつ
つ、2020年度までに段階的に反映。
（順調）

引き続き、段階的に反映。

2017年度分の普通交付税を算定
ホームページで公表した内容（先進的
な取組、トップランナー方式導入の趣
旨、経費の算定基準等）を更新し、トッ
プランナー方式に関する周知を推進

トップランナー方式の取組内容について、2017年
度算定を踏まえた内容に更新してホームページで
公表済み。
（順調）

改革期間を通じ、同様の取組を実
施。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況

ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区
分

次回の把握時期と今後の方
針

第
一
階
層

反映を開始した対象業務【再掲】

23業務全てに
ついてできる限
り集中改革期
間中に導入を

目指す

１８業務 A

・ 図書館、博物館、公民館、児
童館等管理の４業務については、
地方団体の意見等を踏まえて

導入を見送り。
・ 窓口業務については、引き続

き検討。

第
二
階
層

歳出効率化の成果（事後的に検証す
る指標）【再掲】

－ － N

○ 「業務改革モデルプロジェク
ト」によるBPR実施団体が試算・
公表した歳出効率化効果は、窓
口業務改革実施後の実績ベー

スで把握・公表する予定。
○ 「業務改革モデルプロジェク
ト」実施団体以外の自治体につ
いても、窓口業務改革実施後の
実績ベースで把握できる歳出効
率化効果については、一覧にま

とめて公表することを検討。

14
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分
次回の把握時期と今後の方

針

第
一
階
層

- - - - -

第
二
階
層

- - - - -

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：③地方財政制度の改革に係る経済効果の検証

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

総務省に基礎データの収集状況を確
認した上で、財政効果・経済効果を検
証

内閣府において、経済効果の検証手法について
検討し、第５回国と地方のシステムWG（29年4月）
において、仮試算結果を公表。
今後、総務省から基礎データの提供を受け、当該
データを活用して、財政効果を推計した上で、年度
内に経済効果を検証。（順調）

改革期間を通じ、引き続き検証

自治体の頑張りを多面的に評価する
経済指標について、最新の数値を収
集し、都道府県、市町村別にホーム
ページで公表

昨年度までの検討を踏まえ、第５回ＷＧ（29年４

月）において、「主たるモニタリング指標」とされた

指標等について、年度内に「見える化ＤＢ」に収録

する。（順調）

改革期間を通じ、引き続き実施

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況

16
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

重点事業における公営企業会計の適用
自治体数（人口3万人以上）

（人口3万人以上の
自治体）2020年度
予算から対象自治

体の100％

【下水道事業】
適用済み 40.0％
取組中 58.8％

計 98.8％

【簡易水道事業】
適用済み 57.9％
取組中 34.7％

計 92.6％
（2017年4月1日時点）

A
2018年４月１日時点の取組状況に
ついて、2018年８月頃把握予定。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：④公営企業、第三セクター等の経営の改革

改革工程

改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

2016年度決算について新会計基準に
基づき公表し、決算情報の「見える化」
を推進

2016年度決算の概要について新会計基準に基づ
き、公表（2017年９月）。
（順調）

2017年度決算についても新会計基準に
基づき、公表予定。

研究会における検討結果を踏まえ、
「経営比較分析表」の公表分野の拡大
(毎年度２～３事業分野程度)や廃止・
民営化等の検討に資する指標の追加
等内容の充実を図り、公営企業の全
面的な「見える化」を強力に推進

「公営企業の経営のあり方に関する研究会報告書」を
公表（2017年３月）。
同報告書を踏まえ、「経営比較分析表」を既に作成・
公表している水道事業及び下水道事業に加え、交通
事業（バス事業）及び電気事業の２事業について、廃
止・民営化等の検討に資する指標を含む「経営比較
分析表」を作成・公表（2017年９月）。
（順調）

「経営比較分析表」の作成・公表対象事
業の更なる拡大を検討。

重点事業（下水道事業、簡易水道事
業）を中心に、地方財政措置等により、
公営企業会計の適用を推進

2015年度～2020年度において、公営企業会計の適用
に直接必要な経費に対して財政措置を実施すること
としており、2017年度においても同様に措置。
（順調）

2018年度以降についても、引き続き、財
政措置を実施。

公営企業会計の適用の2016年度にお
ける進捗状況を調査・公表。調査結果
を基に適用拡大を更に推進

2017年４月１日時点における公営企業会計適用の取
組状況を調査し、結果を公表（2017年８月）。
重点事業について、公営企業会計適用の取組が遅れ
ている団体が多い都道府県を対象にヒアリングを実
施（2017年10月）。
（順調）

2018年度以降についても、引き続き、同
様の取組を実施。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況

18
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

収支赤字事業数
2014年度決算
（1,174事業）よ
り減少

828事業
（2016年度決算）

A
2017年度決算における実績は
2018年９月末頃把握予定。

第
二
階
層

地方の自主的な取組を前提としつつ、
地方公営企業分野全体における改革
の成果を事後的に検証する指標（収
支、繰出金）

－

①収支 7,235億円の黒
字

②繰出金 ２兆9,570億
円

（2016年度決算）

N
2017年度決算における実績は
2018年９月末頃把握予定。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：④公営企業、第三セクター等の経営の改革

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

抜本的な改革の取組状況や課題等に
ついて、最新の状況を調査し、結果を
公表

調査結果について、個別団体ごとに公
表し、「見える化」を推進。優良事例集
を更新し、優良事例集を活用し、引き
続き、横展開を推進

2017年3月31日時点における抜本的な改革の取組状
況等に係る調査を実施し、調査結果を取りまとめると
ともに個別団体ごとに公表（2017年９月）。
「地方公営企業の抜本的な改革等に係る先進・優良
事例集」を作成・公表（2017年３月）。
（順調）

抜本的な改革の取組状況等について、
2018年度以降も調査を実施し、「見える
化」を徹底。
左記調査結果に基づき、直近の先進的
な取組事例を追加するなど、「地方公営
企業における抜本的な改革等の先進・
優良事例集」を更新し、内容の充実を図
る予定（2017年度中）。

研究会における検討結果に基づき、抜
本的な改革を推進

2017年３月に作成・公表した「公営企業の経営のあり
方に関する研究会報告書」、「地方公営企業の抜本
的な改革等に係る先進・優良事例集」等について、全
国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議
（2017年４月21日）はじめ、様々な会議・講演などの機
会を通じて周知徹底。
（順調）

引き続き、様々な機会を通じて周知徹
底を図っていく。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況

20
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：④公営企業、第三セクター等の経営の改革

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

【水道】水道事業について、各都道
府県における広域化等の検討結
果の経営戦略への反映を推進

【総務省】46道府県において水道事業の広域化等
検討体制が設置された（2017年３月）。道府県の
検討体制における先進的な取組について各都道
府県へ情報共有（2017年４月、８月）。（順調）

【総務省】道府県ごとの広域化等の検討
結果が市町村等の経営戦略へ反映さ
れるよう、都道府県に対するフォロー
アップを行っていく。

【水道】生活基盤施設耐震化等交
付金を通じて、水道事業の広域連
携を推進

【厚労省】生活基盤施設耐震化等事業計画を策定
した都道府県に対して、当該計画に基づき広域連
携の推進に資する事業を実施するための費用の
一部を交付しており、平成29年度は48事業に交付
している。（順調）

【厚労省】引き続き、必要な予算の確保
に努め、都道府県からの要望に対応す
る。

【水道】都道府県における協議会
の設置、基盤強化計画の策定、官
民連携等に関する所要の法令改
正等

【厚労省】平成29年３月７日に第193回国会に提出
した水道法の一部を改正する法律案については、
継続審議の扱いとなっていたが、同年９月28日の
衆議院の解散に伴い、審議未了により廃案となっ
た。

【厚労省】同法案の国会への早期の再
提出に向けて取り組む。

【水道】広域連携の取組状況、先
進事例を把握、事例集等の作成・
周知を通じ水道事業の広域連携を
推進

【厚労省】全国の水道事業における広域連携の取
組状況を調査し、広域連携の実施状況や検討中
の事例を厚生労働省ＨＰで公開するとともに、都道
府県や水道事業者等との懇談会（全国５ブロック）
や各種説明会等を通じて、広域連携の優良事例
の紹介等を行うことにより、広域連携を推進してい
る。 （順調）
【総務省】水道事業の広域化等の取組を含む「地
方公営企業の抜本的な改革等に係る先進・優良
事例集」を作成・公表（2017年３月）。
また、事業統合を行った事業者に対し、経営状況
の違いに関する状況調査を行うとともに、この違い
をどのように乗り越えたかに関する聞き取り調査
を実施し、日本水道協会の地方支部総会等で説
明（2017年６～８月）。 （順調）

【厚労省】引き続き、同様の取組に努め、
広域連携を推進する。

【総務省】直近の先進的な取組事例を
追加するなど、「地方公営企業における
抜本的な改革等の先進・優良事例集」
を更新し、内容の充実を図る予定（2017
年度中）。

【下水道】改正下水道に基づく協議
会の活用による検討協議を推進

【国交省】改正下水道法に基づく協議会について
は、現在4地域（124団体）で設置されており、施設
の統廃合や維持管理の共同化等について検討中。
協議会の活用を含め、広域化に取り組む地域に
ついて、モデル事業として支援。（順調）

【国交省】
・改正下水道法に基づく協議会制度の
活用等、地域の実情に応じた広域化の
取組をより一層推進。
・「経済財政運営と改革の基本方針
2017」を踏まえ、2022年度までの広域化
を推進するための目標を今年度中に設
定し、目標に向けた取組を支援。

【下水道】各都道府県において構
想の見直しの中で広域化を検討

【総務省】「都道府県構想」の見直しを踏まえ、先
進的な取組の横展開やアドバイザー派遣等の経
営戦略の策定支援を通じた広域化等の検討を推
進。（順調）
【国交省】・各都道府県において、都道府県構想見
直しの中で、広域化について検討中。2016年度末
時点で29都府県において、見直し完了済み。

（順調）
【農水省】・各都道府県において、都道府県構想見
直しの中で、広域化について検討中。
・2016年度末時点で29都府県において、見直し完
了済み。 （順調）

【総務省】引き続き、関係３省庁と連携し、
「都道府県構想」の見直しを踏まえ、先
進的な取組の横展開やアドバイザー派
遣等の経営戦略の策定支援を通じた広
域化等の検討を推進。
【国交省】全都道府県における2018年度
までの都道府県構想の見直し完了を目
標に、取組を引き続き支援。
【農水省】全都道府県における2018年度
までの都道府県構想の見直し完了を目
標に、広域化の取組を支援。

【下水道】関係省庁において構想
の見直しによる広域化の検討状況
を把握、広域化の推進について助
言

【病院】新公立病院改革プランの
フォローアップ調査・公表を通じて
再編・ネットワーク化に係る取組状
況を把握し、重点化した地方交付
税措置を通じて引き続き推進

【総務省】新公立病院改革プランのフォローアップ
調査・ヒアリング（2017年11月～）を通じて、取組状
況を把握することとしており、地方交付税措置を重
点化している病院事業債（特別分）の積極的な活
用を助言。 （順調）

【総務省】左記取組を通じて、再編・ネッ
トワーク化に係る取組状況を把握し、検
討の加速に向けた助言を行うとともに、
結果を公表（2017年度中）。

改革工程の進捗状況
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）
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ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

【水道】
広域連携に取り組むこととした市町村
数

増加、進捗検
証

１７４市町村
（2016年度末）

F

【厚労省】2017年度実績について
は、年度内に取りまとめを行う予
定。なお、KPIは、水道法改正案
（国会への早期の再提出を予定）
の成立後に見直し予定。

【下水道】
広域化に取り組むこととした地区数

740箇所
（2016年度末時点） F

【国交省】2017年度末時点実績値
は、2018年10月頃に把握予定。

【病院】
再編・ネットワーク化に係るプランを策
定した病院数

28病院
(2016年度末時点）

※新公立病院改革プ
ランを作成予定の病

院数：863病院

F

【総務省】新公立病院改革プラン
のフォローアップ調査・ヒアリング
（2017年11月～）を通じて、再編・
ネットワーク化に係る取組状況を
把握し、検討の加速に向けた助言
を行うとともに、再編・ネットワーク
化の取組等に関する事例集の作
成・周知（2017年度中）により検討
を加速。
なお、2017年度の実績は2019年９
月頃把握予定。

第
二
階
層

地方の自主的な取組を前提としつつ、
地方公営企業分野全体における改革
の成果を事後的に検証する指標（収
支、繰出金）【再掲】

－

①収支 7,235億円の
黒字

②繰出金 ２兆9,570
億円

（2016年度決算）

N
2017年度決算における実績は
2018年９月末頃把握予定。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：④公営企業、第三セクター等の経営の改革

ＫＰＩの状況
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：④公営企業、第三セクター等の経営の改革

改革工程

改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

2016年度より、経営戦略の策定について、
地方交付税措置を講じ、集中的に推進

2016年度～2018年度において、経営戦略の策定に要
する経費に対して交付税措置を実施することとしてお
り、2017年度においても同様に措置。（順調）

2018年度についても、引き続き交付税
措置を実施。

広域化等の検討状況を含め、経営戦略の
策定に係る最新の進捗状況を調査

調査結果について、個別団体ごとに公表
し、取組状況の「見える化」を推進

2017年3月31日時点における経営戦略の策定状況を
調査。2016年3月末時点の策定率は44.2％。

2017年３月末時点での全都道府県、市町村の事業別
の策定状況を公表（2017年８月）。
策定予定年度未定の事業について、ヒアリングを実
施（2017年10月）。
（順調）

2020年度までに策定予定の事業は
2016年度末で82.3％（策定済を含む）。
2018年度以降も、引き続き、全都道府
県、市町村の事業別の策定状況を公表
する予定（2018年８月頃を予定）。

病院事業について、再編・ネットワーク化
に取り組む地方自治体に対し、重点化し
て行うこととした地方交付税措置を引き続
き実施

2015年度から、新公立病院改革プランに基づき行わ
れる再編・ネットワーク化に係る施設・設備の整備に
ついて、病院事業債（特別分）を措置し、その元利償
還金の40％を普通交付税措置（通常は25％）。 （順
調）

2018年度以降についても、引き続き、同
様の取組を実施。

水道事業について、高料金対策に係る地
方交付税措置に経営戦略策定を要件化

2017年度から、水道事業の高料金対策に係る地方交
付税措置に経営戦略策定を要件化。
（順調）

2018年度以降についても、引き続き、同
様の取組を実施。

下水道事業について、高資本費対策に係
る地方交付税措置に経営戦略策定を要件
化

2017年度から、下水道事業の高資本費対策に係る地
方交付税措置に経営戦略策定を要件化。
（順調）

2018年度以降についても、引き続き、同
様の取組を実施。

改革工程の進捗状況
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）
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ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

経営戦略の策定率【再掲】 2020年度までに
100％

策定済み 44.2％
（2016年度末時

点）
A

2020年度までに策定予定の事業は
2016年度末で82.3％（策定済を含む）。
なお、2017年度の策定状況は2018年８
月頃把握予定。

新公立病院改革プランの策定率【再
掲】

2018年度までに
100％

策定済み 92.7％
（2016年度末時

点）
A

2018年度までに策定予定の事業は
2016年度末100.0％（策定済を含む）。
未策定の公立病院についても、早期の
策定を目指し、引き続き、策定に向け
た進捗のフォローアップを行う（2017年
11月～）。
なお、2017年度の策定状況は2018年８
月頃把握予定。

収支赤字事業数【再掲】
2014年度決算（1,174事
業）より減少

828事業
（2016年度決算）

A
2017年度決算における実績は
2018年９月末頃把握予定。

第
二
階
層

地方の自主的な取組を前提としつつ、
地方公営企業分野全体における改
革の成果を事後的に検証する指標
（収支、繰出金）【再掲】

－

①収支 7,235億
円の黒字

②繰出金 ２兆
9,570億円

（2016年度決算）

N
2017年度決算における実績は
2018年９月末頃把握予定。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：④公営企業、第三セクター等の経営の改革

ＫＰＩの状況
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
二
階
層

第三セクター等に対する財政支援額
（補助金、損失補償、債務保証）

減少
【補助金】2,682億円

【損失補償・債務保証】
3.5兆円

（2015年度決算）

A
2016年度決算における実績は
2017年12月頃把握予定。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：④第三セクター等の改革

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

財政的リスク等について、最新の状況
を調査し、結果を公表
各地方団体による経営健全化の取組
を推進、先進事例集を更新し、引き続
き横展開を推進

2015年度決算における第三セクター等7,410法人のう
ち、地方公共団体が損失補償等を行っている1,193法
人 について財政的リスクの状況調査を実施（2016年
７月）し、調査結果を公表（2017年１月）。調査結果は
団体別・法人別の形式で調査対象法人すべてについ
て公表。
「第三セクター改革等先進事例集」を作成・公表（2017
年３月）。 （順調）

今後も引き続き同様の取組を実施。
整理・再生等の抜本的改革及び損失補
償の削減や債務超過の解消等の経営
健全化の取組事例について、調査を実
施し、「第三セクター改革等先進事例
集」を更新し、内容の充実を図る予定
（2017年度中）。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

地方創生推進交付金対象事業
について自治体において設定
するＫＰＩ

全事業 全事業 A
各事業実施主体が設定したＫＰＩの

達成状況を把握、モニタリング

地方創生推進交付金の交付対
象とする個別事業（先駆的・優
良事例）の数

2020年度までの累計
数について、予算の執
行状況を勘案しつつ検

討

334件
（2017年度）

A
各事業実施主体の個別事業から先
駆的な取組の検証を引き続き実施。

第
２
階
層

地方創生推進交付金の対象事
業全体の効果（経済・財政効果
等）

効果等の把握と併わ
せ、検討

「地方創生加速化交付
金」の効果検証を委託
調査により実施中。今
後「平成28年度地方創
生推進交付金」につい
ても実施予定。

N
「地方創生加速化交付金」「平成28
年度地方創生推進交付金」につい
ては今年度中に取りまとめ予定。

「まち・ひと・しごと創生総合戦
略」に示された各種ＫＰＩ

ＫＰＩ毎に設定
（2020年度末）

「まち・ひと・しごと創生
総合戦略（改訂版）」に
記載

N

引き続きPDCAメカニズムの下、「ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」に基
づき、KPIの達成に向けて施策の推
進を図る。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑤地方創生の取組支援のための新型交付金（地方創生推進交付金）の創設・活用等

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

国は、自治体の取組のうち、先導性が
高いものを、地方創生推進交付金の
対象として採択
→ 自治体は地方創生推進交付金を
活用して推進

地方創生推進交付金により、地方公共団体が複数年
度にわたり取り組む先導的な事業を安定的・継続的に
支援。平成29年度の募集に際しては、平成29年3月23
日締切で第1回募集を行い、514億円を交付決定。8月
31日締切で第2回募集を行い、10月13日採択、11月上
旬交付決定予定。 （順調）

引き続き地方公共団体が複数年に
わたり自主的・主体的に実施する地
方創生の深化に向けた取組を安定
的・継続的に支援を行う。

ＫＰＩの実績見込みに基づき、自治体が
効果検証
→次年度以降の事業の内容に反映

各自治体は、事業年度毎にKPIの達成状況について、
外部有識者や議会の関与等も含め効果検証を行い、
その結果を公表、国への報告をおこなうとともに、次年
度以降の事業内容に反映する。（順調）

引き続き、各自治体において検証を
実施。

2017年度以降の地方創生推進交付金
の採択に当たっては、KPIの実績見込
みや効果検証結果を反映

地方創生推進交付金で採択した事業については、KPI
の設定を要件としており、申請書類等から把握。採択
事業のKPIについては、翌年度以降の申請にあたり、
ＫＰＩの実績見込みや効果検証結果に基づくPDCAが
実施されているかどうかを含め、審査結果に反映。
（順調）

引き続き同様の取組を実施。

交付金を活用して地域間連携を促すと
ともに、先駆的事例の全国展開を推進

先駆的事例については、交付金の採択にあたり、採択
事業の中から特に特徴的な事例をまとめた資料をHP
において公表（平成29年度も実施予定）。また、交付金
の申請前に実施する個別相談会や事前相談の際に、
地方公共団体の提案内容に類似した先駆的事例を紹
介し、その内容に基づいた事業スキームの改善のた
めのアドバイスを個別に実施し、先駆的事例の全国展
開を推進する。 （順調）

引き続き同様の取組を実施。

「地方創生加速化交付金」及び「地方
創生推進交付金」の効果検証を実施

「地方創生加速化交付金」の効果検証を委託調査によ
り実施中。今後「平成28年度地方創生推進交付金」に
ついても実施予定。 （順調）

今年度中に取りまとめ予定。

交付金事業全体の効果把握手法等の
検討、結果の取りまとめ

上記調査の中で交付金事業全体の効果把握手法等
についても検討中。 （順調）

上記調査の中で取りまとめ予定。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

地域運営組織の形成数
2020年までに3,000団

体
3071団体

（2016年度）
A

KPIの見直しについて検討し、引き
続き、ＫＰＩの達成状況を把握、モニ
タリング。

第
２
階
層

地方創生推進交付金の対象事
業全体の効果（経済・財政効果
等）【再掲】

効果等の把握と併わ
せ、検討

「地方創生加速化交付
金」の効果検証を委託
調査により実施中。今
後「平成28年度地方創
生推進交付金」につい
ても実施予定。

N
「地方創生加速化交付金」「平成28
年度地方創生推進交付金」につい
ては今年度中に取りまとめ予定。

「まち・ひと・しごと創生総合戦
略」に示された各種ＫＰＩ【再掲】

ＫＰＩ毎に設定
（2020年度末）

「まち・ひと・しごと創生
総合戦略（改訂版）」に
記載

N

引き続きPDCAメカニズムの下、「ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」に基
づき、KPIの達成に向けて施策の推
進を図る。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑤地方創生の取組支援のための新型交付金（地方創生推進交付金）の創設・活用等

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

地方公共団体や地域運営組織と連携
した情報交流や優良事例の横展開

地域運営組織形成支援のための全国フォーラム（29
年3月に東京で実施）や都道府県別の説明会・意見交
換会（29年4月～9月までに４箇所で実施）を実施。
情報発信のためのポータルサイトを29年5月に開設し、
優良事例集や関係府省の支援制度等を取りまとめて
ホームページで公表。 （順調）

引き続き、説明会や研修会等を実
施する予定
ポータルサイトにおいて、優良事例
等の紹介を行う予定

「地域の課題解決に向けた地域運営
組織に関する有識者会議」最終報告を
踏まえ、地縁型組織の法人化の促進
に向けた検討

法人化促進のためのガイドブック等の作成に向けた調
査を実施。
総務省において「地域自治組織のあり方に関する研究
会」を開催し、7月に報告書を取りまとめ。 （順調）

法人化促進のためのガイドブック等
を29年末までに作成し公表予定
地縁型組織の法人化の促進に向け
今後議論を深化

引き続き、地方創生推進交付金等も活
用して支援するとともに、地方交付税
措置により重点課題として支援

必要な経費について、地方創生推進交付金等による
支援を行うとともに、「重点課題対応分」として地方財
政計画に計上し、地方交付税措置を講じている。 （順
調）

引き続き、必要な財政的支援を実
施

上記の施策について、各自治体による
前年度の取組の成果を把握、「見える
化」し、翌年度以降の施策の在り方に
ついて検討

全国の自治体に対して取組状況を調査し、全国の取
組状況をホームページで公表。（順調）

引き続き、各自治体の取組状況を
把握し、ホームページで公表

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑥自治体の行政コストやインフラの保有・維持管理情報等の「見える化」の徹底、誰もが活用できる形での情報開示

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

2016年度決算に係る住民一人当たり
行政コストを公表し、決算情報の「見え
る化」を推進

2016年度決算においても、経年比較や類似団体
間比較を含めて性質別・目的別で住民一人当たり
行政コストを財政状況資料集において公表予定。
（順調）

引き続き、同様の内容をホームページ
に公表することにより、各地方公共団体
の住民一人当たりコストの「見える化」を
推進

公共施設等の老朽化対策という新たな
課題に対応し、固定資産台帳の整備
に合わせて2015年度決算より、
・各地方公共団体の「有形固定資産減
価償却率」を「見える化」し、将来負担
比率との「組合せ分析」を導入
・施設類型ごとの一人当たり面積等の
ストック情報や固定資産台帳による土
地情報等を「見える化」
により、ストック情報を全面的に「見え
る化」（土地情報については、用途や
売却可能区分等を開示すること等によ
り、未利用資産の売却・有効活用に取
り組むよう地方公共団体に対して周知
しており、引き続き働きかけ）

2016年度決算においても、財政状況資料集上で、
固定資産台帳の整備に合わせ、以下の項目につ
いて、経年比較や類似団体比較を実施した上で、
わかりやすくグラフを用いて図示するとともに、各
団体の分析コメントを付して公表。
・所有資産全体の有形固定資産減価償却率
・施設類型ごとの有形固定資産減価償却率及び
一人当たり床面積等
・一人当たりの投資的経費の内訳（既存施設更
新・新規施設整備）、維持補修費も含めた決算情
報
（順調）

引き続き、同様の毎年度の各地方公共
団体の保有するストック情報の「見える
化」を推進

e-Stat機能の活用状況等を踏まえ、必
要に応じて決算情報の登録方法等の
改善を検討するなど適切な措置を実施

e-Stat利用者の要望等を把握し、必要に応じて適
切な措置を実施。 （順調）

引き続き、必要に応じて適切な措置を
実施

2016年度に係る予算・決算の対比につ
いて、引き続き総務省において一覧性
ある形で公表することにより、「見える
化」を推進
政令指定都市以外の市について、公
表手法を検討し、「見える化」に取り組
む

2016年度に係る予算・決算における都道府県及び
政令指定都市について公表予定。政令指定都市
以外の市についての公表手法を引き続き検討
（順調）

引き続き、都道府県・政令指定都市の
予算・決算について「見える化」を推進
政令指定都市以外の市について、公表
手法の検討、結果を踏まえて、「見える
化」に取り組む。

改革工程の進捗状況
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑥自治体の行政コストやインフラの保有・維持管理情報等の「見える化」の徹底、誰もが活用できる形での情報開示

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

長寿命化、集約化・複合化等の取組の進捗や個別施
設計画の策定を踏まえた継続的な公共施設等総合
管理計画の見直し・充実化を促進
（対象期間をできるだけ中長期とすることや、広域で
の取組推進等のための都道府県の役割など、公共施
設等総合管理計画の改訂に当たっての留意点を
2017年度に通知）

公共施設等総合管理計画の主たる記載項目を
まとめた一覧表の更新作業に合わせ、記載内容
に係る課題を洗い出す等、公共施設等総合管理
計画の改訂に当たっての留意事項を整理。
（順調）

左記の内容等を踏まえ、
2017年度末までに公共施
設等総合管理計画の改訂
に当たっての留意点を地
方公共団体あてに通知

将来の人口の見通しや維持管理・更新・修繕等の経
費の今後の推計、延床面積に関する目標などの総合
管理計画の主たる記載項目を、有形固定資産減価償
却率や毎年度の取組内容と併せて横比較できるよう
に各地方公共団体分を統合したものを総務省ホーム
ページで公表

各地方公共団体における公共施設等総合管理
計画の主たる記載項目をまとめた一覧表を2017
年３月31日時点版に更新し、2017年10月に公表
（順調）

引き続き公共施設等総合
管理計画の主たる記載項
目の内容について比較可
能な形式で公表

各地方公共団体の総合管理計画の改訂の有無等を
毎年度調査・公表

上欄の一覧表において、策定・改訂年度を記載
しており、2017年10月に公表。 （順調）

引き続き改訂の有無につ
いて毎年度調査・公表

・財政状況資料集において、2015年度決算より、固定
資産台帳の整備に合わせて、以下の項目について、
経年比較や類似団体比較を実施した上で、わかりや
すくグラフを用いて図示するとともに、各団体の分析コ
メントを付して公表

・所有資産全体の有形固定資産減価償却率
・施設類型ごとの有形固定資産減価償却率及び一

人当たり床面積等
・一人当たりの投資的経費の内訳（既存施設更新・

新規施設整備）、維持補修費も含めた決算情報
・有形固定資産減価償却率については、将来負担比
率とも組み合わせ、経年比較や類似団体比較を行う
ことで、将来に向けた財政負担も踏まえた老朽化対
策の進捗状況を「見える化」

2016年度決算においても、財政状況資料集上で、
固定資産台帳を整備した団体について、以下の
項目について、経年比較や類似団体比較を実施
した上で、わかりやすくグラフを用いて図示すると
ともに、各団体の分析コメントを付して公表
・所有資産全体の有形固定資産減価償却率
・施設類型ごとの有形固定資産減価償却率及び
一人当たり床面積等
・一人当たりの投資的経費の内訳（既存施設更
新・新規施設整備）、維持補修費も含めた決算情
報
（順調）

引き続き、毎年度の各地
方公共団体の保有する老
朽化の進捗状況を「見える
化」。
新たに固定資産台帳を整
備した団体についても、有
形固定資産減価償却率等
を公表。

改革工程の進捗状況－①
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

公共施設等総合管理計画を策定した
地方自治体数【再掲】

2016年度末ま
でに100％

策定済み 98.2%
（2016年度末時点）

A

未策定の32団体のうち、28団体は
2017年度中に策定完了予定であ
り、残りの4団体はいずれも東日
本大震災被災地の団体である。
未策定の団体については、引き続
き、策定状況等のフォローアップを
行う。

施設の集約化・複合化等を実施した
地方自治体数【再掲】

増加、進捗検
証

2016年度において、
公共施設最適化事業
債・地域活性化事業
債（転用）・除却事業
に係る地方債を活用
した地方公共団体数

は、延べ234団体

Ｆ

各地方公共団体における公共施
設等の適正管理の取組を一層推
進するため、平成29年度地方財
政計画において、「公共施設等適
正管理推進事業費」が計上されて
おり、引き続き、各団体による公
共施設等の集約化・複合化等の

取組を推進する。

第
二
階
層

有形固定資産減価償却率 －

都道府県 44.9
市町村 55.6

※平成27年度決算
（平成28年３月末）時

点全国平均値

F
各都道府県、市町村の2017年３月
末時点の数値を把握し、今後公表

予定。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑥自治体の行政コストやインフラの保有・維持管理情報等の「見える化」の徹底、誰もが活用できる形での情報開示

ＫＰＩの状況

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

新たな先進的な取組事例を収集、収集した取組
事例を周知し、横展開を推進

公共施設最適化事業債を活用した先進事例
を収集し、内容を精査中。 （順調）

2017年度中に収集した取組事例を
周知し、横展開を推進

集約化・複合化等による成果事例の収集及び
成果の把握手法の検討

集約化・複合化等の成果の検証手法の検討
に資するよう、公共施設最適化事業債を活用
した先進事例を収集しつつ、成果の検証手
法を2017年度中に検討。 （順調）

引き続き、事例の収集と、集約化・
複合化等による成果の検証手法の
検討を進め、当該結果に基づき成
果を検証

改革工程の進捗状況－②
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

固定資産台帳を整備した地方自治体
数

2017年度までに
100％

69.6%
（2016年度末時点）

A 「統一的な基準による財務書類の整
備予定等調査」（2017年３月31日時
点）によると、2017年度中に、99.8%
の団体で固定資産台帳の整備が完

了する予定。
引き続き、財政措置や研修の実施
などにより、固定資産台帳の整備を
推進し、進捗を管理することとされ

ている。

統一的な基準による地方公会計を整
備した地方自治体数

2017年度までに
100％

9.4％
（2016年度末時点）

A

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑥自治体の行政コストやインフラの保有・維持管理情報等の「見える化」の徹底、誰もが活用できる形での情報開示

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

2014年度より、地方交付税措置等によ
り統一的な基準による地方公会計の
整備を支援

統一的な基準による地方公会計の整備
について、今年度中の整備完了に向け、地方交付
税措置等により促進。 （順調）

引き続き、地方公共団体において財務
書類等の更新及び活用が図られるよう
支援を実施。

総務省ホームページに公表された各
団体の財務書類や固定資産台帳を随
時更新し、取組状況の「見える化」を推
進

各団体の財務書類や固定資産台帳について、総
務省ホームページにおいて公表。 （順調）

総務省ホームページにおける公
表内容を随時更新し、取組状況の
「見える化」を推進。

新たな先進的な活用事例を収集、収集
した事例を周知し、横展開を推進

活用事例を収集し、総務省ホームページ等で横展
開を推進。 （順調）

引き続き、新たな先進的な活用事
例を収集・周知し、横展開を推進。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

重点事業における公営企業会計の適
用自治体数（人口3万人以上）【再掲】

（人口3万人以
上の自治体）
2020年度予算
から対象自治

体の100％
人口３万人未
満の自治体に
ついては進捗

検証

【下水道事業】
適用済み 40.0％
取組中 58.8％

計 98.8％

【簡易水道事業】
適用済み 57.9％
取組中 34.7％

計 92.6％
（2017年4月1日時点）

A
2018年４月１日時点の取組状況に
ついて、2018年８月頃把握予定。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑥自治体の行政コストやインフラの保有・維持管理情報等の「見える化」の徹底、誰もが活用できる形での情報開示

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

2016年度決算について新会計基準に
基づき公表し、決算情報の「見える化」
を推進

2016年度決算の概要について新会計基準に基づ
き、公表（2017年９月）。 （順調）

2017年度決算についても新会計基準に
基づき、公表予定。

研究会における検討結果を踏まえ、
「経営比較分析表」の公表分野の拡大
(毎年度２～３事業分野程度)や廃止・
民営化等の検討に資する指標の追加
等内容の充実を図り、公営企業の全
面的な「見える化」を強力に推進

「公営企業の経営のあり方に関する研究会報告書」を
公表（2017年３月）。
同報告書を踏まえ、「経営比較分析表」を既に作成・
公表している水道事業及び下水道事業に加え、交通
事業（バス事業）及び電気事業の２事業について、廃
止・民営化等の検討に資する指標を含む「経営比較
分析表」を作成・公表（2017年９月）。 （順調）

「経営比較分析表」の作成・公表対象事
業の更なる拡大を検討。

重点事業（下水道事業、簡易水道事
業）を中心に、地方財政措置等により、
公営企業会計の適用を推進

2015年度～2020年度において、公営企業会計の適用
に直接必要な経費に対して財政措置を実施すること
としており、2017年度においても同様に措置。 （順
調）

2018年度以降についても、引き続き財
政措置を実施。

公営企業会計の適用の2016年度にお
ける進捗状況を調査・公表、調査結果
を基に適用拡大を更に推進

2017年４月１日時点における公営企業会計適用の取
組状況を調査し、結果を公表（2017年８月）。
重点事業について、公営企業会計適用の取組が遅れ
ている団体が多い都道府県を対象にヒアリングを実
施（2017年10月）。（順調）

2018年度以降についても、引き続き、同
様の取組を実施。

2017年度分の普通交付税を算定。
2017年度分の基準財政需要額の内訳
等を公開し経年変化を充実し、交付税
算定の「見える化」を推進

地方交付税の基準財政需要額の内訳等
について、2017年度算定分も含めてホームページ
に公開済み。（順調）

改革期間を通じ、同様の取組を実施。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況

44



45

経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区
分

次回の把握時期と今後の方
針

第
一
階
層

- - - -

第
二
階
層

- - - -

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑦民間委託やクラウド化等への取組状況の比較可能な形での開示

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

総務省・各自治体において、民間委託やク
ラウド化等の業務別・団体規模別の取組
状況（実施率。窓口業務等の民間委託に
ついては、業務分析手法活用の有無や具
体的な委託事務の範囲等を含む。）、住民
一人当たりコスト、歳出効率化効果や今後
の対応方針について、「見える化」・比較可
能な形での公表を検討・実施

●平成２７年度より、毎年、「地方行政サービ
ス改革の取組状況等に関する調査」を行って
おり、各団体の民間委託の実施状況や指定
管理者制度の状況を把握した上で、見える
化・比較可能な形で公表。（平成28年度に実
施した調査については、平成29年３月３０日
公表）
●平成28年度に「BPRによる業務改革の効
果把握状況調査」を実施し、公表。（平成29
年３月３０日公表）
（順調）

引き続き、地方行政サービス改革の取
組状況等に関する調査を行い、各団体
の民間委託の実施状況や指定管理者
制度の状況を、見える化・比較可能な形
で公表。
●「BPRによる業務改革の効果把握状
況調査」により、業務量に応じたコスト分
析等が可能か検討。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
二
階
層

都道府県別の住民一人当たり行政コス
トとその財源内訳（地方税・地方交付

税・国庫支出金等）
-

2015年度決算分析
データを29年3月26日
ＷＧにおいて「見える

化」

A

2016年度決算状況については、総
務省から公表される全国速報値・

確報値を基に、2017年度中に「見え
る化」を行う。また、その結果は、年
度末の国と地方のシステムWGに報

告する。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目： ⑧公共サービス関連情報の「見える化」、エビデンスに基づくPDCAサイクルの抜本的強化
⑨法令・国庫支出金等で基本的枠組みを定めている分野におけるパフォーマンス指標の「見える化」と

関係法令等の見直し、それを踏まえた国庫支出金等の配分の見直し
⑩法令・国庫支出金等で基本的枠組みを定めている分野におけるパフォーマンス指標の「見える化」と

関係法令等の見直し、それを踏まえた地方交付税の配分の見直し

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

「見える化」ポータルサイト、「見える化」
データベース等の更新・充実により、自治
体の窓口業務等に関係する住民一人当た
り行政コストを含め、公共サービス関連情
報の「見える化」を実施

引き続き、「見える化」ポータルサイト、
「見える化」データベース等の更新・充実
により、自治体の窓口業務等に関係す
る住民一人当たり行政コストを含め、公
共サービス関連情報の「見える化」を実
施。 （順調）

引き続き、同様の取組を実施

パフォーマンス指標の進捗状況を「見える
化」し、行政事業レビューの取組とも連携し
つつ、各府省庁、各自治体自らが成果を
評価したり類似団体間で比較可能とする

●本年３月に国と地方のシステムＷＧにおい
て、50億円以上の国庫支出金について、パ
フォーマンス指標の設定・「見える化」等の状
況の調査結果を報告。
・社会資本整備以外の分野では、調査対象
24件のうち、
▶指標設定済：14件
▶29年度に指標設定又は充実：５件
▶今後指標設定又は充実を検討：９
件

・社会資本整備分野では、調査対象17件全
てで指標設定済。
●関係府省から今後指標設定または検討す
るとした国庫支出金についてその取組状況
を聴取しつつ、指標設定・「見える化」等の促
進を働きかけ。
●28・29年度に新たに創設された50億円以
上の国庫支出金について関係府省に調査を
実施した結果、14件中10件の国庫支出金に
ついて指標設定が可能と回答。
（順調）

●パフォーマンス指標の設定・「見える
化」等の進捗状況把握のため、①指標
を設定済みの国庫支出金②新規の国
庫支出金や今後指標を設定または充実
を検討するとした国庫支出金の進捗状
況調査及び③指標設定困難等としてい
る国庫支出金について、指標設定の可
否に係る調査を実施し、来年３月目途
にＷＧに報告すべく作業を進める予定。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

業務改革モデルプロジェクト
（窓口業務のアウトソーシング、総合窓口の導入、庶
務業務の集約化）

業務改革モデルプロジェクトを、平成２８年度
及び平成２９年度にそれぞれ７団体実施。（平
成２８年度、２９年度予算額各１億円）
平成２９年度業務改革モデルプロジェクトにお
いて、複数自治体での広域的な取り組みを採
択（滋賀県草津市、大阪府河内長野市、福岡
県須恵町）
（順調）

平成30年度においても、引き
続き同数程度の団体で業務
改革モデルプロジェクトを実
施予定（概算要求額１億円）
平成30年度業務改革モデル
プロジェクトにおいても、複数
自治体での広域的な案件の
応募を促進。

歳出効率化効果の算定のフォーマットを更に検討す
るとともに、引き続きプロジェクト参加団体以外も含め、
業務分析の手法を用いた先進団体における算定結果
を公表

歳出効率化効果に関し、「業務改革モデル
プロジェクト」を通じて、以下の課題が明らか
になった。
●「窓口業務」は、職員の兼務、複数の部署
への分散など、その範囲は一義的に決まらな
い。また、従事職員の正規・臨時・民間の構成
割合も多様。
● 「窓口業務改革」の内容・範囲についても
一義的に決まっていない。よって、一律の効果
指標設定では実態と乖離。
（一例）
・鳥取市・・・届出を総合窓口でワンストップで

受け付けし、各担当課が同時並行
処理する体制を導入

・草津市・・・基幹システムを共同利用する近
隣団体との共同アウトソーシング
に向けた事務の集約を検討

・別府市・・・特定の出張所の窓口業務に関し、
社会福祉法人が受託し、障がい者
を雇用して業務実施を検討。

上記課題を踏まえ、ＢＰＲ実施団体毎に公表
する歳出効率化効果の指標例について検討。
（順調）

○ 「業務改革モデルプロ
ジェクト」の成果を横展開す
るため、同プロジェクトによる
BPR実施団体の具体的な取

組と、その取組を踏まえた歳
出効率化効果の指標例の組
み合わせを、分かりやすい形
で周知を図る。

窓口業務以外での民間委託に係る先進自治体の調
査・実態把握等、自治体への情報提供。
窓口・庶務業務以外での民間委託促進に係る検討・
方針決定

●先進事例の横展開については、毎年「地方
公共団体における行政改革の取組」を取りま
とめ、総務省HPで公開するとともに、改革工
程表（「都道府県と協力した全国展開の推
進」）に沿って、都道府県・政令指定都市の行
革担当課及び都道府県市町村担当課へのヒ
アリングを実施し、個々の団体の取組状況や
今後の対応方針・課題に対応した先進的な取
組を助言・情報提供。
●民間委託や指定管理者制度等、業務改革
の状況や今後の対応方針について「見える
化」し、全国及び類似団体と比較可能な形で
公表（平成28年4月1日時点の状況を平成29
年3月30日に公表）。
（順調）

●平成２７年８月に発出した
総務大臣通知を踏まえ、窓
口・庶務業務以外での民間
委託等の外部資源の活用方
策について検討。

総務省行政管理局の標準委託仕様書（案）策定との
連携
・総務省行政管理局策定の標準委託仕様書（案）等に
ついて、モデル自治体における窓口業務のアウトソー
シングへの活用可能性とその検証結果提供

標準委託仕様書（案）について、業務改革モ
デルプロジェクト実施団体に意見照会を行い、
その結果を仕様書（案）の検討に反映。
（順調）

平成29年度中に完成予定の
標準委託仕様書の活用につ

いて、業務改革モデルプロ
ジェクト実施団体に検討を依
頼。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑪民間の大胆な活用による適正な民間委託等の加速

改革工程の進捗状況
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ＫＰＩの状況

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑪民間の大胆な活用による適正な民間委託等の加速

ＫＰＩ
目標値
（達成時

期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

窓口業務のアウトソーシングなど汎用性の
ある先進的な改革に取り組む市町村数 - － - －

①－１窓口業務のアウトソーシング
2020年

度までに
416団体

301団体
（2017年４月速報値）

B
2017年４月確報値は、2018年３月

頃に公表。

①－２ 総合窓口の導入
2020年

度までに
370団体

215団体
（2017年４月速報値）

B
2017年４月確報値は、2018年３月

頃に公表。

② 庶務業務の集約化
2020年

度までに
286団体

413団体
（2017年４月速報値）

A
2017年４月確報値は、2018年３月

頃に公表。

第
二
階
層

歳出効率化の成果（事後的に検証する指
標） ― ― N

○ 「業務改革モデルプロジェクト」
によるBPR実施団体が試算・公表
した歳出効率化効果は、窓口業務
改革実施後の実績ベースで把握・

公表する予定。
○ 「業務改革モデルプロジェクト」
実施団体以外の自治体について
も、窓口業務改革実施後の実績

ベースで把握できる歳出効率化効
果については、一覧にまとめて公

表することを検討。
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重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑪民間の大胆な活用による適正な民間委託等の加速

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

総務省・都道府県において、市町村の取組状況や今
後の対応方針について、調査・ヒアリング等を実施、
把握した状況や対応・方針等を活用し、助言

平成２７年８月に大臣通知を発出し、「地方行
政サービス改革の取組状況等に関する調査」
を実施するとともに、取組状況について国・都
道府県においてフォローアップを実施するよう
通知。平成29年度においては、４月に調査を
実施し、国においてヒアリング（市区町村分は
都道府県を通じたヒアリング）を実施。 （順
調）

引き続き、地方行政サービス
改革に関する取組状況を調
査及びヒアリングを実施。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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ＫＰＩ
目標値
（達成時

期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

窓口業務のアウトソーシングなど汎用性の
ある先進的な改革に取り組む市町村数 - － - －

①－１窓口業務のアウトソーシング
2020年

度までに
416団体

301団体
（2017年４月速報値）

B
2017年４月確報値は、2018年３月

頃に公表。

①－２ 総合窓口の導入
2020年

度までに
370団体

215団体
（2017年４月速報値）

B
2017年４月確報値は、2018年３月

頃に公表。

② 庶務業務の集約化
2020年

度までに
286団体

413団体
（2017年４月速報値）

A
2017年４月確報値は、2018年３月

頃に公表。

第
二
階
層

歳出効率化の成果（事後的に検証する指
標）

―
― N

○ 「業務改革モデルプロジェクト」
によるBPR実施団体が試算・公表
した歳出効率化効果は、窓口業務
改革実施後の実績ベースで把握・

公表する予定。
○ 「業務改革モデルプロジェクト」
実施団体以外の自治体について
も、窓口業務改革実施後の実績

ベースで把握できる歳出効率化効
果については、一覧にまとめて公

表することを検討。
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ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

標準委託仕様書等を使用するモデル
自治体数

6団体
（2016年度）

4団体
（各自治体の申入れに

より下方修正）
B

2017年度実績については、2018年
３月頃把握。

第
二
階
層

モデル自治体等において法令等に則
り窓口業務の委託を実施できている
自治体数、委託により業務の効率化
が図られている自治体数

－ N
2017年度実績については、2018年

３月頃把握。

歳出効率化の成果（事後的に検証す
る指標）

－ N

一律の効果指標設定は困難であ
るものの、可能な範囲で委託前後
に要した経費を収集・分析を行う

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑪民間の大胆な活用による適正な民間委託等の加速

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

標準的な業務フローに基づく業務マ
ニュアル・標準委託仕様書の作成
１．モデル自治体における試行
２．標準委託仕様書（案）等の修正
３．修正標準委託仕様書等の全国展
開

１．２について
・標準委託仕様書等（案）については、4分野にお
いて作成し、４つのモデル自治体において使用中
である。
・また、モデル自治体からの意見等に基づく修正
については、都度関係省庁と実施している。
（順調）

３について
・今年度末を目途にウェブ公開及び事
務連絡等により全国展開を行う予定で
ある。

小規模自治体においても窓口業務の
民間委託等を進めるため、標準的な業
務フローに基づく業務マニュアル・標準
委託仕様書等の検討過程で包括民間
委託等のアウトソーシング手法の活用
についても調査・整理を行い、29年度
末までに取りまとめる地方公共サービ
ス小委員会報告書に事例として盛り込
む

・複数自治体にヒアリングを行い、取りまとめを
行っているところである。
（順調）

・今年度中に地方公共サービス小委員
会報告書に盛り込む予定である。

モデル自治体の事例を踏まえた歳出
削減効果を測定する簡便なツールの
試作を、公表

・窓口業務の民間委託を実施してる自治体につい
て、民間委託の内容・委託費等のデータを収集・
整理したデータシートを作成しているところであり、
近日中に公表予定である。
（順調）

・窓口業務の民間委託を実施している
自治体について、可能な範囲で委託前
後に要した経費を収集・分析を行う予定。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

「連携中枢都市圏」の形成数
2020年度まで

に30圏域
２３圏域

（2017年10月1日現在）
A

2018年度の実績は2018年10月に
把握

第
二
階
層

社会人口増減など（事後的に検証す
る指標）

各圏域におい
て設定

連携中枢都市圏ビジョ
ンを策定している23圏
域において指標を設定
済み。

N
引き続き、各圏域における成果指
標の設定、進捗管理を促す。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑫公共サービスの広域化

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

連携中枢都市圏について、圏域の形
成について、以下の取組等を通じ推進

・圏域形成の検討のために必要な経費
について国費で助成
・各地域の先進的な地域連携に関する
取組事例の情報提供

・圏域形成を支援するために国費による委託事業
を実施（平成29年度は２圏域で委託事業を実施。）。
・各圏域の中心都市が集まる会議（連携中枢都市
連絡会議）において、各圏域における特徴的な取
組事例の紹介や先進的な取組事例についての情
報提供を実施。 （順調）

引き続き同様の取組を実施。

「連携中枢都市圏ビジョン」に各圏域の
特性を踏まえた成果指標（KPI）の設定
状況・達成状況を総務省において把握、
一元的に評価し公表。その情報提供
等により新たな圏域形成を推進

・連携中枢都市圏を形成している23圏域のうち、
15圏域において各圏域の特性を踏まえた施策や
事業に応じたＫＰＩを設定済み。
（2017年度中に設定状況等を公表。）
・連携中枢都市連絡会議（平成29年9月15日開催）
において、各圏域のＫＰＩの設定状況について情報
提供を実施。（順調）

引き続き各圏域の特性を踏まえた施策
や事業に応じたＫＰＩの設定を要請し、各
圏域に対して情報提供を実施。

（総務省）取組事例の情報提供等によ
る新たな圏域形成の促進

（各圏域）各圏域において成果を検証
し、必要に応じて「連携中枢都市圏ビ
ジョン」を改定

（総務省）
・連携中枢都市連絡会議等において取組事例の
情報提供等を実施。
（各圏域）
・連携中枢都市圏を形成している23圏域のうち、
15圏域において各圏域の特性を踏まえた施策や
事業に応じたＫＰＩを設定済み。（各圏域の施策又
は事業に応じた成果指標については、2016年度
又は2017年度中に設定しており、圏域において成
果を検証し、必要に応じて「連携中枢都市圏ビジョ
ン」を改定。）
（順調）

（総務省）
引き続き同様の取組を実施。

（各圏域）
成果を検証し、必要に応じて「連携中枢
都市ビジョン」を改定。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

「定住自立圏」の協定締結等圏域数
2020年度まで

に140圏域
１１９圏域

（2017年10月1日現在）
A

2018年度の実績は2018年10月に
把握

第
二
階
層

社会人口増減など（事後的に検証す
る指標）【再掲】

各圏域におい
て設定

共生ビジョンを策定し
ている110圏域（連携
中枢都市圏に移行済
みの4圏域を除く）のう
ち、85圏域において指
標を設定済み。

N
引き続き、各圏域における成果指
標等の設定、進捗管理を促す。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑫公共サービスの広域化

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

定住自立圏について、新たな圏域の形
成を推進

定住自立圏共生ビジョンに、各圏域の
特性、施策や事業に応じて成果指標
（ＫＰＩ）等の設定状況・達成状況を総務
省において把握、把握した状況を総務
省において一元的に評価し公表。その
情報提供等により新たな圏域形成を推
進

・共生ビジョンを策定している110圏域（連携中枢
都市圏に移行済みの４圏域を除く）のうち、85圏域
において指標を設定済み。
・HP等において、各圏域のＫＰＩの設定状況等を公
表。（2017年度中に公表）
（順調）

・引き続き各圏域の特性を踏まえた施
策や事業に応じたＫＰＩの設定を要請し、
各圏域に対して情報提供を実施。

（総務省）
取組事例の情報提供等による新たな
圏域形成の促進

（各圏域）各圏域において成果を検証
し、必要に応じて「定住自立圏共生ビ
ジョン」を改定

（総務省）
取組事例集を作成し、情報提供等を実施。

（各圏域）
共生ビジョンを策定している110圏域（連携中枢都
市圏に移行済みの４圏域を除く）のうち、85圏域に
おいて指標を設定済み。
（順調）

（総務省）
引き続き同様の取組を実施。

（各圏域）
成果を検証し、必要に応じて「定住自立
圏共生ビジョン」を改定。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑬マイナンバー制度の活用や国による地方自治体のIT化・BPR推進に向けた取組促進策の提示等

改革工程の進捗状況

62

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

マイナンバー・マイナンバーカード活用によるオンライ
ンサービス改革の検討を踏まえた対応方針の具体化

【総務省】コンビニ交付サービス等につい
ては、2016年12月に「アクションプログラ
ム」をとりまとめた。これに基づき、コンビ
ニ交付サービスについては、システム改
修経費が最大約５割程度削減される廉価
版クラウドの導入や、郵便局でのキオスク
端末の設置等を実施。 （順調）
【番号室】情報連携については、2017年秋
に本格運用を開始し、添付書類の省略が
可能になる予定。
マイナポータルについては、提供する機
能についてAPI群を公開し、官民でのサー
ビス開発を加速するため、平成30年度に
約22.9億円を要求。 （順調）

【総務省】「アクションプログラム」に基づ
き、引き続きコンビニ交付サービス導入
団体の拡大等を推進。
【番号室】マイナポータルで提供する機
能をAPI群として公開し、住宅ローンの
申込、引越に係る手続等に利活用でき
るようにする予定。

国マイナポータルの設計・構築、運用準備
・マイナポータルの本格運用開始
・子育てワンストップサービスの開始

【番号室】マイナポータルについては、
2017年１月にアカウント開設等のサービ
ス、７月に情報提供等記録表示サービス、
自己情報表示サービス、子育てワンストッ
プサービス、10月に電子署名付き電子申
請が可能になった。2017年秋の本格運用
の開始に併せて、添付書類が省略可能に
なる予定。
子育てワンストップサービスにおいては、
子育て関連の各種申請手続のオンライン
化を順次進めているところ。（順調）

【番号室】マイナポータルの順次機能改
善を図る。
子育てワンストップサービス対応メ
ニューの順次拡充を図る。

マイナンバーの利用範囲の拡大の検討及びマイナン
バーカードの利活用の拡大に合わせ、引き続き全体
像を明らかにする

【番号室】「経済財政運営と改革の基本方
針2017」、「未来投資戦略2017」等に基づ
き、工程を整理し、戸籍事務、旅券、在外
邦人の情報管理、証券分野等の公共性
の高い分野におけるマイナンバー利用範
囲の拡大を検討中。（順調）

【番号室】各所管府省の検討を踏まえ、
2019年通常国会に戸籍事務等への利
用拡大を含むマイナンバー法改正法案
を提出できるよう準備を進める。

災害発生時や生活再建支援時等におけるマイナン
バー制度の活用について具体的な方策を検討し、検
討結果について自治体に周知徹底

【IT室】平成29年5月30日に閣議決定され
た「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民
データ活用推進基本計画」において、「災
害対策・生活再建支援へのマイナンバー
制度活用検討」を重点的に講ずべき施策
として位置付け。

【IT室】マイナンバー制度利活用による
被災者支援の具体的な方策について平
成29年度中に取りまとめを実施予定。

関係省庁が連携して、マイナンバーカードの健康保険
証としての活用や、公的個人認証の民間部門におけ
る普及に向けた検討に取り組む

【厚生労働省】マイナンバーカードの健康
保険証としての活用については、2018年
度からの段階的運用開始を目指して、着
実に準備を進めているところ。 （順調）
〈2017年度社会保障・税番号制度システ
ム整備費補助金 オンライン資格確認シ
ステム12,093,347千円、2018年度概算要
求 11,926,821千円 〉
【総務省】公的個人認証については、2017
年10月現在９社が総務大臣認定を受け、
各種サービスを展開中。
（順調）

【厚生労働省】
2018年度～ オンライン資格確認の段
階的運用開始
2020年～ オンライン資格確認の本格
運用開始

【総務省】引き続き民間部門における普
及を推進。
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ＫＰＩの状況

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑬マイナンバー制度の活用や国による地方自治体のIT化・BPR推進に向けた取組促進策の提示等

ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

各種証明書のコンビニ交付の実施団体数
（人口）

2016年度中に
300団体（実施
団体の人口
6000万人）

430団体、約7,693万人
（2017年8月31日時

点）
A

【総務省】
430団体、約7,693万人
（2017年８月31日時点）
508団体、約8,540万人
（2017年度末見込み）

引き続きコンビニ交付サービス導
入団体の拡大を推進。

ＩＴ化・ＢＰＲに取り組んだ自治体数

検討中
（2016度中に設

定）

（参考）
【番号室】
子育てワンストップ
サービス
対応自治体件数
サービス検索：1,507団
体
電子申請：152団体
（2017年10月31日時
点）

F

【IT室】IT化・BPRへ取り組んだ自治
体を判定する基準の設定が困難。
判定基準を確定し、今年度中に目
標値の設定を予定。
【番号室】
子育てワンストップサービス
対応自治体件数
サービス検索：2017年中に全市区
町村（1,741団体）
電子申請：本格運用の開始後に目
標設定

第
二
階
層

マイナンバー制度の活用や国による地方
自治体のＩＴ化・ＢＰＲ推進による経済・財
政効果（事後的に検証する指標）

－ ― N

【IT室】マイナンバー制度の活用に
ついては、2017年度末を目途に効
果試算を整理。また、国による地方
自治体のＩＴ化・ＢＰＲ推進について
は、第1階層の目標決定後、対応方
針を検討する予定。
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重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑬マイナンバー制度の活用や国による地方自治体のIT化・BPR推進に向けた取組促進策の提示等

改革工程

改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

政府ＣＩＯ等によるアドバイスについて、変革意欲をよ
り効果的に生かせる方法を検討しつつ、引き続き実施
（政府ＣＩＯ補佐官を政府ＣＩＯの行う取組の支援に充て、
取組を強化）

【IT室】政府CIO等による地方公共団体へ
の訪問、意見交換、勉強会等の取組を実
施するととともにその後の継続的なフォ
ローアップを通じて、変革意欲のある団体
からＩＴ・ＢＰＲに取り組むことができるよう
支援。 （順調）

【IT室】自治体にアドバイスや意見交換
等を行う件数について、2018年度まで
に150件を目標に引き続き同様の取組
を実施。

地方においてＩＴ戦略等を推進する人材の育成や確保
についての支援を検討、方針決定を踏まえ、自治体と
連携しつつ、取組を促進

【IT室】地方自治体への国の成果の横展
開を通じ、変革意欲のある地方自治体に
おけるIT戦略等を推進する人材の育成を
支援。 （順調）

【IT室】左記支援方針を踏まえ、自治体
と連携しつつ、取組を推進。

内閣官房において、政府ＣＩＯ補佐官の助言も得つつ、
変革意欲のある地方公共団体におけるＩＴ戦略等を推
進する人材の育成やＣＩＯの役割を果たす人材確保に
ついて支援

【IT室】総務省の調査を元に、外部の人材
をCIO／CIO補佐官として任用している自
治体の募集要項をIT室にて整理・分類。
（順調）

【IT室】左記の結果を踏まえ、政府CIO
補佐官等の助言も得つつ、今後の方針
を検討。

国と自治体等の間の情報・意見交換の場をＩＴを活用
して提供する仕組みを含め、各省の施策と連携しつつ、
自治体を支援する仕組みの内容等を具体的に検討し、
決定の結果を踏まえ、対策を実施

【IT室】地方公共団体の官民データ推進
計画策定支援を目的とした「地方の官民
データ活用推進計画策定の手引」を作成
するために、地方公共団体と国の各府省
庁を委員とする「地方の官民データ活用
推進計画に関する委員会」を設置。本委
員会は手引策定後も地方と国とが官民
データ活用推進等について情報・意見交
換をしていく場として継続。 （順調）

【IT室】地方公共団体等からの相談に応
じるため、内閣官房情報通信技術（IT）
総合戦略室に総合的な相談窓口を設置。
地方自治体からの相談に対応。

国が実施した業務・システム改革等の取組のうち地方
公共団体に役立つ事例や、オープンデータ伝道師の
派遣や地方公共団体向けオープンデータ支援ツール
などオープンデータ２．０に基づく各種支援策、自治体
クラウドの先進事例について、政府ＣＩＯから首長等に
紹介し意識改革を促進するなど、変革意欲のある地
方公共団体を支援する取組を更に推進

【IT室】政府CIO等が地方公共団体への訪
問し、オープンデータ、自治体クラウド等
の導入についてアドバイスを実施。また、
オープンデータ伝道師の派遣や地方公共
団体向けオープンデータ支援ツールを提
供するとともに、地方公共団体オープン
データ推進ガイドライン及び手引書の改
定や新たにオープンデータに取り組む地
方公共団体向けの「推奨データセット」の
策定を検討中であり、本年11月を目途に
公表予定。 （順調）

【IT室】引き続き、総務省と連携し、政府
CIO等による地方公共団体への訪問を
実施。
各省の施策と連携しつつ、2020年度ま
でに全ての地方公共団体でオープン
データに取り組むよう支援の充実を検
討。
地方のIT化を推進するため、地方にお
ける官民データ活用推進計画の策定を
支援。

マイナンバー制度の活用や国による地方自治体のＩＴ
化・ＢＰＲ推進による経済・財政効果の検討結果の取
りまとめ

【IT室】マイナンバー制度の活用について
は、新たなマイナンバーカードやマイナ
ポータルの利活用場面も想定されるよう
になってきたことから、効果項目の再整理
を実施しているところ。

（順調）

【IT室】マイナンバー制度の活用につい
ては、2017年度末までに検討結果を取
りまとめる。
また、国による地方自治体のＩＴ化・ＢＰ
Ｒ推進による経済・財政効果については、
第1階層の目標決定後、対応方針を検
討。

行政手続のオンライン化の進展を調査・公表
自治体が共同で構築する電子申請システムの活用推
進

【総務省】重点化したオンライン利用促進
対象手続の状況を調査・把握するとともに、
地方公共団体に対し更なるオンライン化
を進めるよう助言を実施。 （順調）

【総務省】
引き続き、左記の調査・助言を実施。

改革工程の進捗状況
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ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

自治体にアドバイスや意見交換等を行っ
た件数

150件
（2018年度ま

で）

2017年度末に集計予
定

N 【IT室】2017年度末に集計予定

第
二
階
層

マイナンバー制度の活用や国による地方
自治体のＩＴ化・ＢＰＲ推進による経済・財
政効果（事後的に検証する指標）【再掲】

－ - N

【IT室】マイナンバー制度の活用に
ついては、2017年度末を目途に効
果試算を整理。
また、国による地方自治体のＩＴ化・
ＢＰＲ推進については、第1階層の
目標決定後の対応方針を検討する
予定。

ＫＰＩの状況

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑬マイナンバー制度の活用や国による地方自治体のIT化・BPR推進に向けた取組促進策の提示等



69

経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

政府情報システム数

2012年度から
2018年度までに

半減
（2012年度

：1450）

1117
（2016年度末）

A
2018年度までに894システムの減

（62%減）の見込み。
2017年度末実績は翌年度末に把握。

第
二
階
層

政府情報システム運用コスト

2013年度から
2021年度めどに
３割圧縮（2013
年度：4000億

円）

2013年度と比べて257
億円の削減
（2015年度）

A

2021年度までに約29％の削減見込
み（2016年度末時点）

2016年度実績及び2017年度実績は
それぞれ翌年度末に把握。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑭国のオンラインサービス改革、各府省庁の業務改革、政府情報システムのクラウド化・統廃合

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

政府ＣＩＯ等による各府省へのヒアリング・
レビューや「政府情報システム改革ロード
マップ」、「政府情報システムに係るコスト
削減計画」の見直し等を通じ、世界最先端
ＩＴ国家創造宣言等に基づく政府情報シス
テムのクラウド化・統廃合、運用コストの削
減に向けた取組等を着実に実施する

【IT室】「政府情報システム改革ロードマップ」、
「政府情報システムに係るコスト削減計画」の
見直し等を行うとともに、政府CIO自ら500回（平
成25年６月～）を超える各府省へのヒアリング・
レビューを実施。現時点において、政府情報シ
ステム数については2018年度までに894システ
ムの減（2012年度比で62%減）、運用コストにつ
いては2021年度までを目途に1104億円の削減
（2013年度比で29%減）を見込んでいるところ。
（順調）

【IT室】KPI目標（2018年度までにシステム数半
減、2021年度をめどにシステム運用コストの３
割圧縮）の達成に向け、引き続き政府情報シ
ステムのクラウド化・統廃合や運用コスト削減
の状況をフォローアップするとともに、各府省と
連携し、目標達成に向けた取組の更なる徹底
を行う。政府情報システムのクラウド化・統廃合や

運用コスト削減の状況をフォローアップ、
各府省と連携し、目標達成に向けた取組
の更なる徹底

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑮（地方）業務の簡素化・標準化、自治体クラウドの積極的展開

改革工程

改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

自治体に対し、左記の深掘り・分析及
び整理・類型化の結果を具体的に分か
りやすく助言・提供し、普及促進を徹底

【総務省】自治体クラウドの取組事例（全国で56グ
ループ）のクラウド化業務範囲、経費の削減方策
等について深掘り・分析及び整理・類型化した資
料である「自治体クラウドの現状分析とその導入
に当たっての手順とポイント」を活用して自治体に
対して助言を実施した。（順調）

【総務省】新しい自治体クラウドグルー
プの事例を踏まえて、「自治体クラウド
の現状分析とその導入に当たっての手
順とポイント」を必要に応じて改訂すると
ともに、クラウド未導入の要因を検証し、
引き続き助言を実施する。

複数団体による自治体クラウドの導入
を、地方交付税措置により重点的に支
援

【総務省】必要な経費について、「重点課題対応
分」として地方財政計画に計上し、地方交付税措
置を講じている。（順調）

【総務省】引き続き、必要な支援を実施。

・IT室と総務省が、市町村を中心に首
長を直接訪問し、自治体クラウド導入
の具体的検討を働きかけ
・都道府県に対しても、具体的な動き
が見えてきた市町村の取組を支援する
よう働きかけ

【総務省】市長会、町村会の情報通信担当委員会
（市町村長により構成）等の場において、自治体ク
ラウドの推進を要請した。また、政府ＣＩＯと連携し
て地方訪問を実施した。
都道府県に対しては、市町村へのサポートについ
て、個別訪問やヒアリングを通じて直接要請すると
ともに、官民データ活用推進基本法に基づく「都道
府県官民データ活用推進計画策定の手引」におい
て、都道府県内の市町村のクラウド化に向けて都
道府県が支援を行う必要があることを明記した。
（順調）

【IT室】総務省と連携し、県、市町村の首長等の訪
問を実施。 （順調）

【総務省】左記取組を引き続き実施する。

【IT室】引き続き、総務省と連携し、首長
等の訪問を実施。

自治体クラウド導入を通じた業務の簡
素化・標準化の推進

【総務省】自治体のクラウド化を促進することによ
り、業務の簡素化・標準化を推進する。（順調）

【総務省】引き続き推進する。

都道府県における情報システム運用コ
ストの削減に向けた方策を調査・研究

【総務省】「地方行政サービス改革の取組状況等
に関する調査」及び同調査に基づくヒアリングを通
じ、都道府県における情報システム運用コストの
削減に向けた方策を調査中。（順調）

【総務省】調査・研究の結果を具体的に
分かりやすく提供する。

地方公共団体の情報システム運用コ
スト（住民一人当たりコストを含む）の
試算・公表

【総務省】2017年度中に公表すべく、現在調査中。
（順調）

【総務省】平成29年度中に試算・公表す
る。

自治体クラウド導入団体（56グループ）
における歳出効率化の成果の測定方
法の検討・結果の公表

【総務省】2017年度中に公表すべく、現在調査中。
（順調）

【総務省】平成29年度中に結果を公表
する。

改革工程の進捗状況
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ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

クラウド導入市町村数

2014年度から
2017年度まで

に倍増（約
1000団体）

948団体
（2017年4月1日）

A
2017年度末確報値は、2019年３月

頃に公表予定

第
二
階
層

歳出効率化の成果（事後的に検証す
る指標）

- － N
2017年度中に公表すべく、現在調

査中

地方公共団体の情報システム運用コ
スト

３割圧縮（集中
改革期間中に

設定）
－ N

2018年度までに目標期限を設定
予定

ＫＰＩの状況

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑮（地方）業務の簡素化・標準化、自治体クラウドの積極的展開
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ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

クラウド導入市区町村数【再掲】

2014年度から
2017年度まで

に倍増（約
1000団体）

948団体
（2017年4月1日）

A
2017年度末確報値は、2019年３

月頃に公表予定

第
二
階
層

クラウド導入に伴う歳出効率化の成果
（事後的に検証する指標）【再掲】

- － N
2017年度中に公表すべく、現在調

査中

地方公共団体の情報システム運用コ
スト【再掲】

３割圧縮（集中
改革期間中に

設定）
－ N

2018年度までに目標期限を設定
予定

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑮（地方）業務の簡素化・標準化、自治体クラウドの積極的展開

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

自治体に対し、自治体クラウドの取組
事例の深掘り・分析及び整理・類型化
の結果を具体的に分かりやすく助言・
提供し、普及促進を徹底

【総務省】自治体クラウドの取組事例（全国で56グ
ループ）のクラウド化業務範囲、経費の削減方策
等について深掘り・分析及び整理・類型化した資
料である「自治体クラウドの現状分析とその導入
に当たっての手順とポイント」を活用して自治体に
対して助言を実施した。（順調）

【総務省】新しい自治体クラウドグルー
プの事例を踏まえて、「自治体クラウド
の現状分析とその導入に当たっての手
順とポイント」を必要に応じて改訂すると
ともに、クラウド未導入の要因を検証し、
引き続き助言を実施する。

自治体クラウド導入を通じた業務の簡
素化・標準化の推進

【総務省】自治体のクラウド化を促進することによ
り、業務の簡素化・標準化を推進する。 （順調）

【総務省】引き続き推進する。

複数団体による自治体クラウドの導入
を、地方交付税措置により重点課題と
して支援

【総務省】必要な経費について、「重点課題対応
分」として地方財政計画に計上し、地方交付税措
置を講じている。（順調）

【総務省】引き続き、必要な支援を実施。

上記の施策について、各自治体による
前年度の取組の成果を把握、「見える
化」し、翌年度以降の施策の在り方に
ついて検討

【総務省】2017年４月１日時点の状況について、
「地方行政サービス改革の取組状況等に関する調
査」を実施済み。 （順調）

【総務省】取組の進捗を踏まえ、必要な
取組を検討。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況

76



77

経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版（平成28年12月21日）

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日）



ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
一
階
層

公共サービスイノベーションの進捗を
検討するための指標

- - - -

①窓口業務のアウトソーシング
【再掲】

2020年度まで
に416団体

301団体
（2017年４月速報値）

A
2017年４月確報値は、2018年３月

頃に公表

②総合窓口の導入【再掲】
2020年度まで

に370団体
215団体

（2017年４月速報値）
A

2017年４月確報値は、2018年３月
頃に公表

③庶務業務の集約化【再掲】
2020年度まで

に286団体
413団体

（2017年４月）
A

2017年４月確報値は、2018年３月
頃に公表

④クラウド導入市区町村数【再掲】
2017年度まで
に約1000団体

948団体
（2017年4月1日）

A
2017年度末確報値は、2019年３月

頃に公表予定

⑤地方公共団体の情報システム運用
コスト【再掲】

３割圧縮（目標
期限を集中改
革期間中に設

定）

－ N
2018年度までに目標期限を設定

予定

第
二
階
層

公共サービスイノベーションによる経
済・財政効果（事後的に検証する指
標）

－ － N
各分野・工程の取組状況を踏まえ、

2017年度中に検証

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑯公共サービスイノベーションに係る先進事例の全国展開

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

必要に応じ会合を開催し、公共サービスイノ
ベーション・プラットフォームで取りまとめた自
治体等における先進的な取組を全国展開す
るためのアクションプランの実行、ＰＤＣＡ、必
要な制度改正の検討について議論

公共サービスイノベーションプラットフォーム
を開催し、進捗状況の整理、先進・優良事
例の収集、課題・解決策の分析等を実施。
検討結果はホームページに公表し、先進・
優良事例の全国展開に資するよう「見える
化」を実施。
（順調）

2018年度も引き続き同様の取組を実施。

都市部、地方部の地域特性等を踏まえつつ、
公共サービスイノベーション・プラットフォーム
会合を地方開催

各地域の取組状況を踏まえ、地方版公共
サービスイノベーションプラットフォームを開
催（計３回）。
（順調）

2018年度も引き続き同様の取組を実施。

公共サービスイノベーション・ホームページの
掲載内容を更新

公共サービスイノベーションに係る先進・優
良事例を整理して公表する「公共サービス
イノベーション・ウェブサイト」を更新。地方
版PFで取り上げられた先進・優良事例や意
見交換の内容を掲載。
（順調）

2018年度も引き続き同様の取組を実施。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
二
階
層

地方税の徴収率

向上（2015年
度中に基準財
政需要額算定
上の「標準的な
徴収率」を設

定）

２０１４年度
：98.9％【現年分】

２０１６年度（見込み）
：99.2％【現年分】

A
2016年度、2017年度実績につい
ては、翌年11月頃把握・公表。

重要課題：地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革

改革項目：⑰地方税における徴収対策の推進

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

最新の地方団体が行っている先進的
な徴収対策の取組の実態を把握し、整
理類型化の内容を更新。更新した内容
の通知等により、滞納に対する共同徴
収の促進など徴収対策の推進を助言

平成２８年度は、徴収事務の共同処理、効率的・
効果的な滞納整理の方法、収納手段の多様化、
個人住民税の特別徴収や電子申告・電子納税の
推進に係る先進的な取組みを行っている地方団
体の効果や課題について整理・類型化し、地方団
体に情報提供を行い、徴収対策の推進について
助言したところ。
現在、徴収対策の取組について実地調査を実施
するなど、各地方団体の徴収対策の実態に関す
る情報収集・分析に努めているところであり、今後、
その結果をとりまとめ、年度内に地方団体に情報
提供予定。 （順調）

今後、先進的な取組みについて、整理・
類型化の内容を更新し、地方団体へ情
報提供するなど、徴収対策の推進に向
けて引き続き助言していく。

個人住民税の特別徴収の実施状況を
把握、把握した実態に基づき自治体の
取組の推進を助言

電子納税の実施状況を把握、把握した
実態に基づき、取組の推進方策を検
討・助言

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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ＫＰＩ
目標値

（達成時期）

ＫＰＩの進捗

実績値
（時点）

区分 次回の把握時期と今後の方針

第
二
階
層

＜国家公務員＞
Ⅰ 総人件費の額
（事後的に捕捉する指標）

－
5.2兆円

（2017年度当初予算）
F

2018年度当初予算の計数は、当
初予算成立と同日に把握

＜国家公務員＞
Ⅱ 総定員数
（事後的に捕捉する指標）

- 57.6万人
（2017年度末定員）

F
2018年度当初予算の計数は、当

初予算成立と同日に把握

＜地方公務員＞
Ⅲ 総人件費の額
（事後的に捕捉する指標）

- 25.5兆円
（2015年度決算）

F
2016年度決算の計数は

2017年末に把握

＜地方公務員＞
Ⅳ 総定員数
（事後的に捕捉する指標）

-
273.7万人

（2016年4月1日現在）
F

2017年4月1日現在の状況は、
2017年末に把握

＜地方公務員＞
Ⅴ 給与制度の総合的見直しの取組
自治体数
（事後的に捕捉する指標）

-
全団体

（2017年4月1日現在）
F －

重要課題：IT化と業務改革、行政改革等

改革項目：⑱国・地方の公務員人件費の総額の増加の抑制

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

・国家公務員の給与については、労働
基本権制約の代償措置として民間準
拠で行われる人事院勧告制度を尊重
するとの基本姿勢の下、決定
・人事院勧告
・人事院勧告が行われた場合、給与に
ついては、人事院勧告制度を尊重する
との基本姿勢に立ち、国政全般の観点
から検討を行った上で取扱いを決定す
る
・国家公務員の総人件費について、地
域間・世代間の給与配分を見直す「給
与制度の総合的見直し」の実施や定員
合理化等を行うことなどにより、人件費
の抑制を図る
・定員要求、定員査定・決定

平成26年の一般職給与法の改正に盛り込んだ
「給与制度の総合的見直し」において、初任給を
据え置く一方、高齢者層の俸給表水準を４％引き
下げることにより、俸給表水準を平均２％引き下げ
るとともに、地域手当の支給割合等を見直すこと
により、世代間・地域間の給与配分を見直すなど
の取組を行っている。
定員審査については、ＣＩＱの体制や海上保安体
制の強化など、内閣の重要課題に的確に対応で
きる体制の整備を図る一方、業務改革等による計
画的な定員の合理化に取り組んでいる。
（順調）

今後も、引き続き、「国家公務員の総人
件費に関する基本方針」に沿って、総人
件費の抑制に努める。

・地方公務員については、各地方公共
団体において、「給与制度の総合的見
直し」に着実に取り組むとともに、各地
方公共団体の給与事情等を踏まえ、
給与の適正化を図る
・地方公務員の給与改定については、
各地方公共団体において、地方公務
員法の趣旨に沿って、各団体の議会に
おいて条例で定める

各地方公共団体において、定員の削減や給与の適
正化に取り組んでおり、給与制度の総合的見直しに
ついても全ての団体が実施。
（順調）

今後も、引き続き、地方公務員の給与
の適正化や地方公共団体における適正
な定員管理を着実に推進。

ＫＰＩの状況

改革工程の進捗状況
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重要課題：その他

改革項目：その他の検討項目

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

＜「税制抜本改革法」を踏まえた地域
間の税源の偏在を是正する方策、課
税自主権の拡充＞
「税制抜本改革法」を踏まえ地域間の
税源の偏在を是正する方策を講ずると
ともに、地方自治体が自主性を発揮で
きるよう課税自主権の拡充を図る。
地域間の税源の偏在の是正について
は、平成28年度与党税制改正大綱等
に沿って、具体的な措置を講じる。
課税自主権の拡充については、その
一層の拡充を図る観点から、必要な制
度の見直しを行うとともに、情報提供な
ど地方団体への支援を行う。法定外税
の導入件数等については、毎年度、調
査の上、公表。

総務省において、地方団体からの相談に応じると
ともに、ホームページや各種会議において必要な
情報提供を行う等、地方団体への支援を行い、一
層の活用を働きかけが行われているところ。
法定外税については、地方団体が、自らの判断と
責任において導入するものであることから、数値
目標の設定は困難であり、引き続き毎年度の導入
件数・税収額の動向をモニタリングすることが適当
と考えられる。
（参考データ）
【法定外税導入件数】
H27.4.1現在：55件 → H29.4.1現在：57件
【税収額】
429億円(H26決算)→ 517億円(H28決算速報値)
（順調）

今後とも、引き続き、地方団体からの相
談に応じるとともに、ホームページや各
種会議において必要な情報提供を行う
等、地方団体への支援を行い、一層の
活用の働きかけを行う。

＜地方単独事業について、過度な給
付拡大競争を抑制していくための制度
改革＞
地方単独事業について、過度な給付
拡大競争を抑制していくための制度改
革を進める。 国が果たすべき役割の
範囲を制度上明確にする際、地方自
治の原則に十分配慮する。
例えば子どもの医療に関する国保の
減額調整措置については、ニッポン一
億総活躍プラン（平成28年６月２日閣
議決定）のロードマップにおいて、「子
どもの医療制度の在り方等に関する検
討会での取りまとめにおいて、少子化
対策を推進する中で自治体の取組を
支援する観点から早急に見直すべきと
の意見が大勢を占めた。その際、医療
保険制度の規律や負担の公平性、過
度な給付拡大競争の抑制等の観点を
踏まえ検討を行うべきとされたことも踏
まえ、年末までに結論を得る。」とされ
たことを踏まえ行う検討の結果に基づ
いて必要な措置を講ずる

【厚生労働省】国保の減額調整措置については、
関係審議会における議論等も踏まえて検討を行っ
た結果、全ての市町村が未就学児までは何らか
の助成措置を実施している実態等を踏まえ、地方
公共団体の少子化対策の取組を支援する観点か
ら、平成３０年度から、未就学児までを対象とする
医療費助成については、国保の減額調整は行わ
ないこととした。
（順調）

【厚生労働省】検討結果を踏まえ、地方
公共団体の少子化対策の取組を支援
する観点から、未就学児までを対象とす
る医療費助成について、平成30年度よ
り国保の減額調整を廃止。

＜地方交付税制度改革に合わせた留
保財源率についての必要な見直し＞
地方交付税制度の改革に合わせて、
留保財源率については必要な見直し
を検討する。

―
地方交付税制度の改革に合わせて、必
要な見直しを検討する。
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重要課題：その他

改革項目：その他の検討項目

改革工程
改革工程の進捗

計画期間中の進捗 今後の進展について

＜共助社会づくり＞
「共助社会づくり懇談会」において取り
まとめられた報告書「共助社会づくりの
推進について～新たな「つながり」の構
築を目指して～」を踏まえ、共助社会
づくりを推進する。このため、平成28年
６月に成立した改正ＮＰＯ法の円滑な
施行を図るとともに、社会的成果（イン
パクト）評価の普及を図る

○平成28年６月に「特定非営利活動促進法の一
部を改正する法律」が成立し、一部を除いて平成
29年4月１日に施行された。（順調）
○平成28年度中において、社会的インパクト評価
の事例蓄積とノウハウ抽出のためのモデル構築
のための調査研究を実施した。
（順調）

○引き続き、改正ＮＰＯ法の円滑な運
用・周知に努める。
○今後も引き続き、インパクト評価ツー
ルを検討するための調査を実施する。

＜ソーシャル・インパクト・ボンドの活用
拡大＞
貧困・失業対策をはじめとする幅広い
分野において、官民連携によるソー
シャル・インパクト・ボンド等の活用を拡
大する。このため、関係省庁や関係団
体において、パイロット事業を実施する
とともに、成果志向の事業遂行を促進
する社会的インパクト評価を推進する

貧困・失業対策をはじめとする幅広い分野におい
て、官民連携によりソーシャル・インパクト・ボンド
等の活用を拡大する。関係省庁や各団体におい
て、関係省庁や各団体において、パイロット事業を
実施するとともに、成果思考の事業遂行を促進す
る社会的インパクト評価を推進。

引き続き、パイロット事業の実施、社会
的インパクト評価等を推進する。

＜エビデンスに基づくPDCAサイクルの
抜本的強化＞
行政事業レビュー実施要領（平成28年
３月29日改定）において、行政事業レ
ビューシートに、「経済・財政再生アク
ション・プログラム」（平成27年12月24
日経済財政諮問会議決定）における改
革項目及びＫＰＩと、当該改革項目等に
関連する事務事業に係るレビュー対象
事業の成果との対応関係を明記すると
ともに、当該ＫＰＩの達成状況を記載す
るよう改定を行っており、経済・財政再
生計画の取組は、行政事業レビューの
取組と連携しながら、ＰＤＣＡを回すこと
としている。引き続き、経済・財政一体
改革推進委員会の取組と連携しつつ、
各府省庁の事業の必要性、効率性、
有効性の自己点検・検証を進める

行政事業レビュー実施要領（平成29年3月28日改
正）に基づき、事業の必要性、効率性、有効性の
自己点検・検証を行うよう、各府省に対して要請し、
各府省はこれに沿って行政事業レビューを実施し
ている。
（順調）

引き続き、行政事業レビュー実施要領
に基づき、事業の必要性、効率性、有
効性の自己点検・検証を行っていく。

改革工程の進捗状況
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